
 
２１文科振第３０５号 
平成２２年２月１６日 

 
 
  総合科学技術会議議長 
      鳩 山 由紀夫 殿 
 

文部科学大臣       
川 端 達 夫    

 
 
 
 内閣府設置法第２６条第１項第２号の規定に基づき、次の事項について、

理由及び別添のとおり案を添えて諮問します。 
 
 
 

諮問第１３号「ヒトＥＳ細胞の樹立及び分配に関する指針の改正

について」 
 

 
 
 理 由 
 
 ヒトＥＳ細胞の樹立及び分配に関する指針（平成２１年文部科学省告示

第１５６号）の一部を改正するため案を作成したので、同指針附則第４条

第２項に基づき、貴会議に意見を聴くことが必要なため。 
 



 1

別
添 

 
 

 
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
及
び
分
配
に
関
す
る
指
針
の
改
正
（
案
） 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
樹
立
及
び
分
配
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
第
二
十
三
号
を
削
り
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
三
号
と
す
る
。 

第
十
条
第
三
項
中
「
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
二
号
、
第
十
四
条
第
一
項
、

第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
か
ら
第
七

項
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
五
条
第
三
項
、

第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
第

六
号
並
び
に
第
五
十
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
」
を
「
こ
の
指
針
の
規
定
（
前
項
を

除
く
。
）
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
四
条
第
三
項
第
七
号
中
「
の
あ
る
こ
と
」
を
「
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
」
に
改
め
、
第
十
四
号
を
第
十

五
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

八 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
生
殖
細
胞
を
作
成
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
生
殖
細
胞
を
用
い

て
ヒ
ト
胚
を
作
成
し
な
い
こ
と
。 

第
五
十
二
条
第
四
号
中
「
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
の
生
殖
細
胞
」
を
「
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
を
用
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い
た
ヒ
ト
胚
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
実
施
す
る
。 
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「

ヒ

ト

Ｅ

Ｓ

細

胞

の

樹

立

及

び

分

配

に

関

す

る

指

針

」

に

関

す

る

新

旧

対

照

表

改

正

案

現

行

（

定

義

）

（

定

義

）

第

一

条

（

略

）

第

一

条

（

略

）

一

～

～

二

十

二

（

略

）

一

～

二

十

二

（

略

）

（

削

除

）

二

十

三

使

用

責

任

者

使

用

機

関

に

お

い

て

、

ヒ

ト

Ｅ

Ｓ

細

胞

の

使

用

を

総

括

す

る

立

場

に

あ

る

者

を

い

う

。

二

十

三

（

略

）

二

十

四

（

略

）

（

樹

立

機

関

の

長

）

（

樹

立

機

関

の

長

）

第

十

条

（

略

）

第

十

条

（

略

）

２

（

略

）

２

（

略

）

３

前

項

た

だ

し

書

の

場

合

に

お

い

て

は

、

こ

の

指

針

の

規

定

３

前

項

た

だ

し

書

の

場

合

に

お

い

て

は

、

第

一

項

、

第

十

二

（

前

項

を

除

く

。

）

中

「

樹

立

機

関

の

長

」

と

あ

る

の

は

「

条

第

一

項

、

第

十

三

条

第

一

項

及

び

第

二

項

第

二

号

、

第

十

樹

立

機

関

の

長

の

業

務

を

代

行

す

る

者

」

と

、

第

五

十

三

条

四

条

第

一

項

、

第

二

項

及

び

第

四

項

、

第

十

五

条

第

一

項

及

第

一

項

中

「

当

該

機

関

の

長

」

と

あ

る

の

は

「

当

該

機

関

の

び

第

二

項

、

第

十

六

条

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

及

び

第

五

長

（

樹

立

機

関

の

長

の

業

務

を

代

行

す

る

者

を

含

む

。

）

」

項

か

ら

第

七

項

ま

で

、

第

十

七

条

、

第

十

八

条

第

一

項

及

び

と

、

そ

れ

ぞ

れ

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

第

二

項

、

第

二

十

四

条

第

二

項

及

び

第

三

項

、

第

二

十

五

条

第

三

項

、

第

三

十

条

第

二

項

及

び

第

三

項

、

第

三

十

六

条

第

二

項

及

び

第

三

項

、

第

三

十

七

条

第

三

項

、

第

四

十

四

条

第

一

項

第

六

号

並

び

に

第

五

十

三

条

第

二

項

第

二

号

及

び

第

四

項

か

ら

第

八

項

ま

で

の

規

定

中

「

樹

立

機

関

の

長

」

と

あ

る

の

は

「

樹

立

機

関

の

長

の

業

務

を

代

行

す

る

者

」

と

、

第

五

十

三

条

第

一

項

中

「

当

該

機

関

の

長

」

と

あ

る

の

は

「

当

該

機

関

の

長

（

樹

立

機

関

の

長

の

業

務

を

代

行

す

る

者

を

含

む

。

）

」

と

、

そ

れ

ぞ

れ

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

（

イ

ン

フ

ォ

ー

ム

ド

・

コ

ン

セ

ン

ト

の

説

明

）

（

イ

ン

フ

ォ

ー

ム

ド

・

コ

ン

セ

ン

ト

の

説

明

）

第

二

十

四

条

（

略

）

第

二

十

四

条

（

略

）

２

（

略

）

２

（

略

）

３

（

略

）

３

（

略

）

一

～

六

（

略

）

一

～

六

（

略

）

（参考）
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七

ヒ

ト

Ｅ

Ｓ

細

胞

に

つ

い

て

遺

伝

子

の

解

析

が

行

わ

れ

る

七

ヒ

ト

Ｅ

Ｓ

細

胞

に

つ

い

て

遺

伝

子

の

解

析

が

行

わ

れ

る

可

能

性

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

旨

及

び

そ

の

遺

伝

子

の

可

能

性

の

あ

る

こ

と

及

び

そ

の

遺

伝

子

の

解

析

が

特

定

の

解

析

が

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

も

の

で

は

な

い

こ

と

。

個

人

を

識

別

す

る

も

の

で

は

な

い

こ

と

。

八

ヒ

ト

Ｅ

Ｓ

細

胞

か

ら

生

殖

細

胞

を

作

成

す

る

可

能

性

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

旨

及

び

当

該

生

殖

細

胞

を

用

い

て

ヒ

ト

胚

を

作

成

し

な

い

こ

と

。

九

～

十

五

（

略

）

八

～

十

四

（

略

）

４

・

５

（

略

）

４

・

５

（

略

）

（

海

外

使

用

機

関

の

基

準

）

（

海

外

使

用

機

関

の

基

準

）

第

五

十

二

条

（

略

）

第

五

十

二

条

（

略

）

一

～

三

（

略

）

一

～

三

（

略

）

四

ヒ

ト

Ｅ

Ｓ

細

胞

を

使

用

し

て

作

成

し

た

胚

の

人

又

は

動

四

ヒ

ト

Ｅ

Ｓ

細

胞

を

使

用

し

て

作

成

し

た

胚

の

人

又

は

動

物

の

胎

内

へ

の

移

植

そ

の

他

の

方

法

に

よ

る

個

体

の

生

成

物

の

胎

内

へ

の

移

植

そ

の

他

の

方

法

に

よ

る

個

体

の

生

成

、

ヒ

ト

胚

及

び

ヒ

ト

の

胎

児

へ

の

ヒ

ト

Ｅ

Ｓ

細

胞

の

導

入

、

ヒ

ト

胚

及

び

ヒ

ト

の

胎

児

へ

の

ヒ

ト

Ｅ

Ｓ

細

胞

の

導

入

並

び

に

ヒ

ト

Ｅ

Ｓ

細

胞

か

ら

作

成

し

た

生

殖

細

胞

を

用

い

並

び

に

ヒ

ト

Ｅ

Ｓ

細

胞

か

ら

の

生

殖

細

胞

の

作

成

を

行

わ

た

ヒ

ト

胚

の

作

成

を

行

わ

な

い

こ

と

。

な

い

こ

と

。

五

～

九

（

略

）

五

～

九

（

略

）




